
新
旧

１
区

分
２

種
目

３
基

準
額

４
対

象
経

費
５

負
担

１
区

分
２

種
目

３
基

準
額

４
対

象
経

費
５

負
担

(
補

助
)
率

(
補

助
)
率

寒
冷

地
手

当
算

定
方

法
寒

冷
地

手
当

算
定

方
式

（
１
）

旧
寒

冷
地

に
所

在
す
る

施
設

（
新

寒
冷

地
に

所
在

す
る

施
設

を
除
く

）
（
１

）
旧

寒
冷

地
に

所
在

す
る
施

設
（

新
寒

冷
地

に
所

在
す

る
施

設
を

除
く
）

①
経

費
の

種
類

ご
と

に
単

価
に

員
数

を
乗

じ
た

額
の
合

計
額

①
経

費
の
種

類
ご

と
に

単
価

に
員

数
を

乗
じ

た
額

の
合
計

額

（
、

。
）

②
①

で
算

出
さ

れ
た

合
計

額
か

ら
１

人
あ

た
り

13
0,

00
0円

を
引

い
た
額

0
円

以
下

と
な

る
場

合
は

0円
と

す
る

②
①

で
算

出
さ

れ
た

合
計

額
か

ら
1人

あ
た

り
1
00
,
00
0円

を
引

い
た

額
（

0
円

以
下

と
な

る
場

合
は

、
0円

と
す

る
）

。

経
費

の
種
類

単
価

員
数

経
費

の
種
類

単
価

員
数

(
1
)
定

額
旧

５
級

地
旧

４
級

地
旧

３
級

地
旧

２
級

地
旧

１
級

地
(
1)

定
額

旧
５

級
地

旧
４

級
地

旧
３

級
地

旧
２

級
地

旧
１

級
地

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

ア
16
3
,7

00
1
2
9,
6
0
0

9
7,

80
0

6
7,
50
0

3
9,
60
0

世
帯

主
（

扶
養

親
族

３
人

ア
1
6
3,
7
00

12
9,

60
0

9
7,

80
0

6
7,
50
0

39
,
6
00

世
帯

主
（

扶
養

親
族

３
人

以
以

上
）

の
員

数
上

）
の
員

数

イ
13
6
,5

00
10

8,
0
0
0

8
1,
5
0
0

56
,
30
0

33
,
00
0

世
帯

主
（

扶
養

親
族

１
人

イ
1
3
6,
5
00

10
8,

00
0

8
1,

50
0

5
6
,3
0
0

3
3
,0
00

世
帯

主
（

扶
養

親
族

１
人

ま
ま

た
は

２
人

）
の
員

数
た

は
２

人
）

の
員

数

（
）

ウ
82

,9
00

6
5,
0
0
0

4
9,
1
0
0

33
,
60
0

19
,
80
0

準
世

帯
主

（
扶

養
親

族
な

ウ
8
2,
9
0
0

6
5,

00
0

49
,
10

0
33

,
6
0
0

19
,
8
0
0

準
世

帯
主

扶
養

親
族

な
し

し
）

の
員

数
の

員
数

エ
59
,2
00

4
5,
8
0
0

3
4,
2
0
0

23
,
30
0

14
,
20

0
非

世
帯

主
の

員
数

エ
5
9,
2
0
0

4
5,

80
0

34
,
20

0
23

,3
0
0

14
,2

00
非

世
帯
主

の
員

数

(
2
)
加

算
額

北
海

道
(
2)

加
算

額
北

海
道

旧
甲

地
旧

乙
地

旧
丙

地
旧

甲
地

旧
乙

地
旧

丙
地

円
円

円
円

円
円

ア
66

,5
00

51
,6
0
0

3
8,
60
0

世
帯

主
の

員
数

ア
6
6,
5
0
0

51
,6
00

3
8
,6
0
0

世
帯

主
の

員
数

イ
44

,3
00

34
,4
0
0

2
5,

70
0

準
世

帯
主

の
員

数
イ

4
4,
3
0
0

34
,4
00

2
5
,7
0
0

準
世

帯
主

の
員

数

ウ
22

,2
00

17
,2
0
0

1
2,

90
0

非
世

帯
主

の
員

数
ウ

2
2,
2
0
0

17
,2
00

1
2
,9
0
0

非
世

帯
主

の
員

数

北
海

道
以

外
の
地

域
北

海
道

以
外

の
地
域

旧
５

級
地

旧
４

級
地

旧
５

級
地

旧
４

級
地

円
円

円
円

ア
16

,5
00

8,
2
00

世
帯

主
の

員
数

ア
1
6,
5
00

8
,2
0
0

世
帯

主
の

員
数

イ
11

,0
00

5,
5
00

準
世

帯
主

の
員

数
イ

1
1,
0
0
0

5
,5
0
0

準
世

帯
主

の
員

数

ウ
5
,5
00

2,
7
00

非
世

帯
主

の
員

数
ウ

5,
5
0
0

2
,7
0
0

非
世

帯
主

の
員

数

注
１

「
旧
寒
冷
地
」
と
は
、
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
16
年
法
律
第
13
6号

）
の
施
行

（
平
成

注
１

「
旧
寒
冷
地
」
と
は
、
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
16
年
法
律
第
13
6号

）
の
施
行

（
平
成

16
年
10
月
28
日
）
前
の
国
家
公
務
員
の
寒
冷
地
手
当
に
関
す
る
法
律
第
1条

に
定
め
る
地
域
の
う
ち
、
新
寒
冷
地
を
除
く
地
域

を
い

う
。

16
年
10
月
28
日
）
前
の
国
家
公
務
員
の
寒
冷
地
手
当
に
関
す
る
法
律
第
1条

に
定
め
る
地
域
の
う
ち
、
新
寒
冷
地
を
除
く
地
域

を
い

う
。

（
２

）
新

寒
冷

地
に

所
在

す
る

施
設

（
２

）
新

寒
冷

地
に

所
在

す
る
施

設
（

１
）

の
①

の
算

定
方

法
を

適
用

し
て

算
定

さ
れ

た
額

と
、

次
表

の
単

価
に

員
数

を
乗

じ
て

算
定

さ
れ

た
額

と
を

（
１

）
の

①
の

算
定

方
法

を
適

用
し

て
算

定
さ

れ
た

額
か

ら
、

１
人

あ
た

り
1
1
0
,
0
0
0
円

を
引

い
た

額
と

、
次

表
の

単
比

較
し

、
高

い
方

の
額

価
に

員
数

を
乗
じ

て
算
定

さ
れ

た
額

と
を

比
較

し
、

高
い

方
の

額

単
価

員
数

単
価

員
数

新
１
級

地
新

２
級

地
新

３
級

地
新

４
級

地
新

１
級

地
新

２
級

地
新

３
級

地
新

４
級

地
円

円
円

円
円

円
円

円
ア

1
31
,
9
00

1
16

,8
00

1
12

,7
0
0

89
,0
0
0

世
帯

主
の
員

数
ア

13
1,

90
0

11
6,

80
0

11
2,

70
0

89
,
00

0
世

帯
主

の
員

数

イ
72
,
9
00

65
,3

00
64

,3
0
0

51
,0
0
0

準
世

帯
主

の
員
数

イ
7
2,

90
0

6
5,

30
0

6
4,

30
0

51
,
00
0

準
世

帯
主

の
員

数

ウ
51
,
7
00

44
,0

00
43

,0
0
0

36
,8
0
0

非
世

帯
主

の
員
数

ウ
5
1,

70
0

4
4,

00
0

4
3,

00
0

36
,
80
0

非
世

帯
主

の
員

数

２
「
新
寒
冷
地
」
と
は
、
国
家
公
務
員
の
寒
冷
地
手
当
に
関
す
る
法
律
（
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法

注
２

「
新
寒
冷
地
」
と
は
、
国
家
公
務
員
の
寒
冷
地
手
当
に
関
す
る
法
律
（
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法

注
律
（
平
成
16
年
法
律
第
13
6号

）
に
よ
り
改
正
）
第
1条

第
1号

及
び
第
2号

に
定
め
る
地
域
を
い
う
。

律
（
平
成
16
年
法
律
第
13
6号

）
に
よ
り
改
正
）
第
1条

第
1号

及
び
第
2号

に
定
め
る
地
域
を
い
う
。

備
考

）
１

「
世

帯
主

」
と

は
、

扶
養

親
族

を
有

す
る

職
員

で
主

と
し

て
そ

の
収

入
に

よ
っ

て
世

帯
の

生
計

を
支

え
て

い
る

も
の

を
い

（
備

考
）

１
「

世
帯

主
」

と
は

、
扶

養
親

族
を

有
す

る
職

員
で

主
と

し
て

そ
の

収
入

に
よ

っ
て

世
帯

の
生

計
を

支
え

て
い

る
も

の
を

い
（

い
「

準
世

帯
主

」
と

は
、

扶
養

親
族

を
有

し
な

い
が

居
住

の
た

め
一

戸
を

構
え

又
は

下
宿

、
寮

等
に

お
い

て
独

立
世

帯
を

い
「

準
世

帯
主

」
と

は
、

扶
養

親
族

を
有

し
な

い
が

居
住

の
た

め
一

戸
を

構
え

又
は

下
宿

、
寮

等
に

お
い

て
独

立
世

帯
を

、
、

形
成

し
て

い
る

も
の

を
い

い
「

非
世

帯
主

」
と

は
、

世
帯

主
及

び
準

世
帯

主
以

外
の

も
の

を
い

う
。

形
成

し
て

い
る

も
の

を
い

い
「

非
世

帯
主

」
と

は
、

世
帯

主
及

び
準

世
帯

主
以

外
の

も
の

を
い

う
。

、
、

２
「

世
帯

主
」

に
は

、
寒

冷
地

手
当

支
給

対
象

地
域

外
に

居
住

す
る

扶
養

親
族

の
あ

る
職

員
で

あ
っ

て
、

そ
の

扶
養

親
族

と
２

「
世

帯
主

」
に

は
、

寒
冷

地
手

当
支

給
対

象
地

域
外

に
居

住
す

る
扶

養
親

族
の

あ
る

職
員

で
あ

っ
て

、
そ

の
扶

養
親

族
と

同
居

し
て

お
ら

ず
、

か
つ

扶
養

親
族

が
居

住
す

る
住

居
と

寒
冷

地
手

当
支

給
対

象
地

域
と

の
短

距
離

が
６

０
キ

ロ
メ

ー
ト

同
居

し
て

お
ら

ず
、

か
つ

扶
養

親
族

が
居

住
す

る
住

居
と

寒
冷

地
手

当
支

給
対

象
地

域
と

の
短

距
離

が
６

０
キ

ロ
メ

ー
ト

ル
以

上
で

あ
る

も
の

は
含

ま
な

い
も

の
と

す
る

。
ル

以
上

で
あ

る
も

の
は

含
ま

な
い

も
の

と
す

る
。
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新
旧

１
区

分
２

種
目

３
基

準
額

４
対

象
経

費
５

負
担

略
(
補

助
)
率

３
夜

間
警

備
体

制
強

化
加

算

警
備

員
を

雇
上

げ
又

は
委

託
契

約
等

に
基

づ
き

警
備

員

を
配

置
若

し
く

は
機

械
設

備
を

利
用

し
、

夜
間

警
備

体
制

の
強

化
を

図
る

場
合

次
の

算
式

に
よ

っ
て

算
定

し
た

額
。

た
だ

し
、

警
備

員
を

配
置

す
る

場
合

は
１

施
設

２
名

ま

で
、

機
械

設
備

の
み

の
場

合
は

１
施

設
１

式
ま

で
と

し
、

警
備

員
と

機
械

設
備

を
併

用
す

る
場

合
は

ど
ち

ら
か

一
方

を
本

加
算

の
対

象
と

す
る

。

（
宿

直
職

員
が

配
置

さ
れ

て
お

り
、

夜
間

に
お

け
る

入
所

者
へ

の
処

遇
が

適
切

に
行

え
る

職
員

体
制

に
な

っ
て

い
る

場
合

に
限

る
。

な
お

、
夜

間
に

警
備

員
の

み
と

な
る

施
設

は
、

本
加

算
の

対
象

と
し

な
い

）
。

（
算

式
）

施
設

定
員

×
夜

間
警

備
体

制
強

化
加

算
分

保
護

単
価

×
警

備
員

数
（

又
は

機
械

設
備

１
式

数
）

夜
間

警
備

体
制

強
化

加
算

分
保

護
単

価
（

月
額

）

定
員

単
価

（
円

）

2
0
名

以
下

8
,
0
9
0

2
1
～

3
0

5
,
3
9
0

3
1
～

4
0

4
,
0
4
0

4
1
～

5
0

3
,
2
3
0

5
1
～

6
0

2
,
6
9
0

6
1
～

7
0

2
,
3
1
0

7
1
～

8
0

2
,
0
2
0

8
1
～

9
0

1
,
7
9
0

9
1
～

1
0
0

1
,
6
1
0

（
注

）
婦

人
相

談
所

の
終

業
時

間
か

ら
翌

日
の

始
業

時
間

ま
で

の
間

１
２

時
間

以
上

警
備

員
を

１
名

配
置

す
る

場
合

に
は

本
加

算
分

保
護

単
価

に
２

を
乗

じ
た

単
価

を
加

算
す

る
も

の
と

す
る

。
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新
旧

１
区

分
２

種
目

３
基

準
額

４
対

象
経

費
５

負
担

１
区

分
２

種
目

３
基

準
額

４
対

象
経

費
５

負
担

(
補

助
)
率

(
補

助
)
率

４
略

４
入

所
者

処
遇

特
別

加
算

高
齢

者
等

を
非

常
勤

職
員

と
し

て
雇

用
し

て
い

る
施

設

で
あ

っ
て

、
別

途
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
り

、
入

所
者

処
遇

特
別

加
算

が
必

要
と

認
定

さ
れ

た
場

合
。

５
略

５
単

身
赴

任
手

当
加

算

職
員

の
う

ち
単

身
赴

任
者

が
存

す
る

施
設

で
あ

っ
て

、

別
途

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
、

単
身

赴
任

手
当

加
算

が
必

要
と

認
定

さ
れ

た
場

合
。

６
略

６
事

務
用

冬
期

採
暖

費

北
海

道
に

所
在

す
る

施
設

に
つ

い
て

取
扱

人
員

×
２

，
２

１
０

円

７
略

７
降

灰
除

去
費

活
動

火
山

対
策

特
別

措
置

法
（

昭
和

4
8
年

法
律

第
6
1

号
）

に
基

づ
き

、
降

灰
防

除
地

域
の

指
定

を
受

け
た

地
域

に
所

在
す

る
施

設
に

つ
い

て

１
施

設
当

た
り

年
額

１
３

８
，

７
０

０
円

８
略

８
(
1
)

１
に

よ
り

算
定

し
た

事
務

費
に

つ
い

て
、

次
の

各
号

の
い

ず
れ

か
に

該
当

す
る

と
き

は
、

そ
の

事
実

の
生

じ

た
日

の
属

す
る

月
の

翌
月

か
ら

１
の

方
法

に
準

じ
て

事

務
費

の
額

を
改

定
す

る
こ

と
。

ア
当

該
施

設
の

取
扱

定
員

に
変

更
を

生
じ

た
と

き
。

イ
当

該
施

設
の

職
員

に
増

減
を

生
じ

た
と

き
。

た
だ

し
、

１
か

月
以

内
に

お
け

る
増

減
を

除
く

。

(
2
)

算
定

し
た

事
務

費
の

算
定

基
礎

等
に

誤
り

が
あ

っ
た

場
合

は
決

定
の

時
期

に
さ

か
の

ぼ
っ

て
改

定
す

る
こ

と
。

９
心

理
療

法
担

当
職

員
雇

上
費

加
算

９
心

理
療

法
担

当
職

員
雇

上
費

加
算

別
途

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
、

心
理

療
法

担
当

職
員

雇
別

途
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
り

、
心

理
療

法
担

当
職

員
雇

上
費

加
算

が
必

要
と

認
定

さ
れ

た
場

合
上

費
加

算
が

必
要

と
認

定
さ

れ
た

場
合

。

１
施

設
当

た
り

年
額

１
，

７
９

４
，

３
６

１
円

１
施

設
当

た
り

年
額

１
，

７
９

４
，

２
７

７
円
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新
旧

１
区

分
２

種
目

３
基

準
額

４
対

象
経

費
５

負
担

１
区

分
２

種
目

３
基

準
額

４
対

象
経

費
５

負
担

(
補

助
)
率

(
補

助
)
率

1
0

同
伴

児
童

対
応

指
導

員
雇

上
費

加
算

1
0

同
伴

児
童

対
応

指
導

員
雇

上
費

加
算

別
途

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
、

婦
人

相
談

所
一

時
保

護
別

途
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
り

、
婦

人
相

談
所

一
時

保
護

所
に

お
い

て
、

主
に

同
伴

児
童

の
対

応
を

行
う

指
導

員
の

配
所

に
お

い
て

、
主

に
同

伴
児

童
の

対
応

を
行

う
指

導
員

の
配

置
が

必
要

と
認

定
さ

れ
た

場
合

。
置

が
必

要
と

認
定

さ
れ

た
場

合
。

１
施

設
当

た
り

年
額

１
施

設
当

た
り

年
額

（
１

人
配

置
の

場
合

）
２

，
２

５
７

，
７

２
１

円
（

１
人

配
置

の
場

合
）

２
，

２
５

７
，

６
３

７
円

（
２

人
配

置
の

場
合

）
４

，
５

１
５

，
４

４
２

円
（

２
人

配
置

の
場

合
）

４
，

５
１

５
，

２
７

４
円

1
1

一
時

保
護

委
託

費
1
1

一
時

保
護

委
託

費

配
偶

者
暴

力
防

止
法

に
基

づ
き

配
偶

者
か

ら
暴

力
を

受
配

偶
者

暴
力

防
止

法
に

基
づ

き
配

偶
者

か
ら

暴
力

を
受

け
た

者
（

以
下

「
暴

力
被

害
者

」
と

い
う

。
）

の
一

時
保

け
た

者
（

以
下

「
暴

力
被

害
者

」
と

い
う

。
）

の
一

時
保

護
を

委
託

し
て

行
う

場
合

、
次

に
よ

り
算

出
さ

れ
た

額
の

護
を

委
託

し
て

行
う

場
合

、
次

に
よ

り
算

出
さ

れ
た

額
の

合
算

額
合

算
額

〔
１

４
日

以
内

の
場

合
〕

〔
１

４
日

以
内

の
場

合
〕

１
暴

力
被

害
者

分
１

暴
力

被
害

者
分

(
1
)
暴

力
被

害
者

(
1
)
暴

力
被

害
者

略
各
月
の
委
託
延
人
数
に
日
額
７
，
６
５
０
円
を
乗
じ
た
額

(
2
)
同

伴
児

（
者

）
加

算
(
2
)
同

伴
児

（
者

）
加

算

暴
力

被
害

者
が

、
そ

の
家

族
を

同
伴

す
る

場
合

に
は

次
暴

力
被

害
者

が
、

そ
の

家
族

を
同

伴
す

る
場

合
に

は
次

に
示

す
額

に
各

月
の

委
託

延
人

数
を

乗
じ

た
額

を
加

算
す

に
示

す
額

に
各

月
の

委
託

延
人

数
を

乗
じ

た
額

を
加

算
す

る
も

の
と

す
る

。
る

も
の

と
す

る
。

同
伴

児
就

学
前

児
童

４
，

４
５

０
円

同
伴

児
２

，
４

２
０

円

就
学

児
か

ら
１

８
歳

未
満

児
童

２
，

４
２

０
円

同
伴

者
１

，
９

５
０

円

同
伴

者
１

，
９

５
０

円
※

１
同
伴
児
と
は
、
暴
力
被
害
者
が
同
伴
す
る
児
童

（
１

８
歳

※
１

同
伴
児
と
は
、
暴
力
被
害
者
が
同
伴
す
る
児
童

（
１

８
歳

未
満

）
と

す
る

（
以

下
同

じ
）

。
。

。

未
満

）
と
す

る
（

以
下

同
じ

）
※

２
同

伴
者

と
は

、
同

伴
児

以
外

の
親

等
の

家
族

と
す

る
。

。
。

。

※
２

同
伴

者
と

は
、

同
伴

児
以

外
の

親
等

の
家

族
と

す
る

。
（

以
下

同
じ

）
。

（
以

下
同

じ
）

２
同

伴
児

（
者

）
単

独
分

。

２
同

伴
児

（
者

）
単

独
分

暴
力

被
害

者
と

、
そ

の
同

伴
す

る
家

族
を

分
離

し
一

時

暴
力

被
害

者
と

、
そ

の
同

伴
す

る
家

族
を

分
離

し
一

時
保

護
を

委
託

し
て

行
う

場
合

は
次

に
示

す
額

に
各

月
の

委

保
護

を
委

託
し

て
行

う
場

合
は

次
に

示
す

額
に

各
月

の
委

託
延

人
数

を
乗

じ
た

額
。

託
延

人
数

を
乗

じ
た

額
。

児
童

５
，

５
１

０
円

児
童

就
学

前
児

童
７

，
５

４
０

円
児

童
以

外
の

者
５

，
０

３
０

円

就
学

児
か

ら
１

８
歳

未
満

の
児

童
５

，
５

１
０

円
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新
旧

１
区

分
２

種
目

３
基

準
額

４
対

象
経

費
５

負
担

１
区

分
２

種
目

３
基

準
額

４
対

象
経

費
５

負
担

(
補

助
)
率

(
補

助
)
率

児
童

以
外

の
者

５
，

０
３

０
円

（
注

）
暴

力
被

害
者

の
一

時
保

護
が

前
提

で
あ

る
こ

と
。

（
注

）
暴

力
被

害
者

の
一

時
保

護
が

前
提

で
あ

る
こ

と
。

（
１

４
日

を
超

え
た

場
合

も
同

様
）

。

（
１

４
日

を
超

え
た

場
合

も
同

様
）

。

〔
１

４
日

を
超

え
た

場
合

〕

〔
１

４
日

を
超

え
た

場
合

〕
１

暴
力

被
害

者
分

１
暴

力
被

害
者

分
(
1
)
暴

力
被

害
者

(
1
)
暴

力
被

害
者

各
月
の
委
託
延
人
数
に
日
額
７
，
５
０
０
円
を
乗
じ
た
額

略
(
2
)
同

伴
児

（
者

）
加

算

(
2
)
同

伴
児

（
者

）
加

算
暴

力
被

害
者

が
、

そ
の

家
族

を
同

伴
す

る
場

合
に

は
次

暴
力

被
害

者
が

、
そ

の
家

族
を

同
伴

す
る

場
合

に
は

次
に

示
す

額
に

各
月

の
委

託
延

人
数

を
乗

じ
た

額
を

加
算

す

に
示

す
額

に
各

月
の

委
託

延
人

数
を

乗
じ

た
額

を
加

算
す

る
も

の
と

す
る

。

る
も

の
と

す
る

。
同

伴
児

２
，

４
２

０
円

同
伴

児
就

学
前

児
童

４
，

４
５

０
円

同
伴

者
１

，
８

０
０

円

就
学

児
か

ら
１

８
歳

未
満

児
童

２
，

４
２

０
円

２
同

伴
児

（
者

）
単

独
分

同
伴

者
１

，
８

０
０

円
暴

力
被

害
者

と
、

そ
の

同
伴

す
る

家
族

を
分

離
し

一
時

２
同

伴
児

（
者

）
単

独
分

保
護

を
委

託
し

て
行

う
場

合
は

次
に

示
す

額
に

各
月

の
委

暴
力

被
害

者
と

、
そ

の
同

伴
す

る
家

族
を

分
離

し
一

時
託

延
人

数
を

乗
じ

た
額

。

保
護

を
委

託
し

て
行

う
場

合
は

次
に

示
す

額
に

各
月

の
委

児
童

５
，

５
１

０
円

託
延

人
数

を
乗

じ
た

額
。

児
童

以
外

の
者

４
，

８
８

０
円

児
童

就
学

前
児

童
７

，
５

４
０

円

就
学

児
か

ら
１

８
歳

未
満

の
児

童
５

，
５

１
０

円
1
2

人
身

取
引

被
害

者
の

一
時

保
護

委
託

費

児
童

以
外

の
者

４
，

８
８

０
円

人
身

取
引

被
害

者
の

一
時

保
護

を
委

託
し

て
行

う
場

合
、

次
に

よ
り

算
出

さ
れ

た
額

の
合

算
額

1
2

略

〔
１

４
日

以
内

の
場

合
〕

１
人

身
取

引
被

害
者

分

前
項

〔
１

４
日

以
内

の
場

合
〕

の
１

の
「

暴
力

被

害
者

」
を

「
人

身
取

引
被

害
者

」
と

読
み

替
え

、
そ

の
基

準
額

を
適

用
す

る
。

２
同

伴
児

（
者

）
単

独
分

前
項

〔
１

４
日

以
内

の
場

合
〕

の
２

の
「

暴
力

被

害
者

」
を

「
人

身
取

引
被

害
者

」
と

読
み

替
え

、
そ

の
基

準
額

を
適

用
す

る
。

〔
１

４
日

を
超

え
た

場
合

〕
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新
旧

１
区

分
２

種
目

３
基

準
額

４
対

象
経

費
５

負
担

略
(
補

助
)
率

１
人

身
取

引
被

害
者

分

前
項

〔
１

４
日

を
超

え
た

場
合

〕
の

１
の

「
暴

力

被
害

者
」

を
「

人
身

取
引

被
害

者
」

と
読

み
替

え
、

そ
の

基
準

額
を

適
用

す
る

。

２
同

伴
児

（
者

）
単

独
分

前
項

〔
１

４
日

を
超

え
た

場
合

〕
の

２
の

「
暴

力

被
害

者
」

を
「

人
身

取
引

被
害

者
」

と
読

み
替

え
、

そ
の

基
準

額
を

適
用

す
る

。

1
3

売
春

防
止

法
に

基
づ

く
要

保
護

女
子

の
一

時
保

護
委

託
費

別
途

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
、

売
春

防
止

法
に

基
づ

く
要

保
護

女
子

（
以

下
「

要
保

護
女

子
」

と
い

う
）

の
一

時
保

。

護
を

委
託

し
て

行
う

場
合

、
次

に
よ

り
算

出
さ

れ
た

額
の

合

算
額

〔
１

４
日

以
内

の
場

合
〕

１
要

保
護

女
子

分

前
々

項
〔

１
４

日
以

内
の

場
合

〕
の

１
の

「
暴

力
被

害
者

」
を

「
要

保
護

女
子

」
と

読
み

替
え

、
そ

の
基

準

額
を

適
用

す
る

。

２
同

伴
児

（
者

）
単

独
分

前
々

項
〔

１
４

日
以

内
の

場
合

〕
の

２
の

「
暴

力
被

害
者

」
を

「
要

保
護

女
子

」
と

読
み

替
え

、
そ

の
基

準

額
を

適
用

す
る

。

〔
１

４
日

を
超

え
た

場
合

〕

１
要

保
護

女
子

分

前
々

項
〔

１
４

日
を

超
え

た
場

合
〕

の
１

の
「

暴
力

被
害

者
」

を
「

要
保

護
女

子
」

と
読

み
替

え
、

そ
の

基

準
額

を
適

用
す

る
。

２
同

伴
児

（
者

）
単

独
分

前
々

項
〔

１
４

日
を

超
え

た
場

合
〕

の
２

の
「

暴
力

被
害

者
」

を
「

要
保

護
女

子
」

と
読

み
替

え
、

そ
の

基

準
額

を
適

用
す

る
。
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新
旧

１
区

分
２

種
目

３
基

準
額

４
対

象
経

費
５

負
担

(
補

助
)
率

略

事
業

費
次

に
掲

げ
る

額
の

合
算

額
婦

人
相

談
所

一
時

５
／

１
０

１
要

保
護

女
子

等
分

保
護

所
入

所
者

の
処

(
1
)

事
業

費
遇

の
た

め
に

必
要

な

各
月

初
日

の
保

護
現

員
（

月
の

中
途

に
お

い
て

退
所

需
用

費
（

食
糧

費
、

し
た

者
を

除
く

。
以

下
「

各
月

当
初

保
護

現
員

」
と

い
光

熱
水

費
、

燃
料

う
。

）
に

月
額

５
４

，
６

０
０

円
を

乗
じ

た
額

の
合

算
費

、
消

耗
品

費
、

）

額
。

扶
助

費
等

た
だ

し
、

毎
年

１
１

月
１

日
か

ら
そ

の
翌

年
３

月

３
１

日
ま

で
の

間
は

、
そ

の
間

の
各

月
当

初
保

護
現

員

に
次

の
冬

期
加

算
額

を
乗

じ
て

算
定

し
た

額
を

加
え

る

も
の

と
す

る
こ

と
。 冬

期
加

算
額

Ⅰ
区

Ⅱ
区

Ⅲ
区

Ⅳ
区

Ⅴ
区

Ⅵ
区

円
円

円
円

円
円

8
,
9
0
0

7
,
1
0
0

5
,
4
0
0

4
,
2
0
0

2
,
8
0
0

2
,
2
0
0

(
注

)
地

区
別

区
分

は
、

生
活

保
護

法
に

よ
る

保
護

基
準

（
昭

和
３

８
年

厚
生

省
告

示
第

１
５

８
号

）
の

別
表

第
１

附
表

の
区

分
に

よ
る

婦
人

相
談

所
の

所
在

地
に

つ
い

て
適

用
す

る
も

の
で

あ
る

こ
と

。

(
2
)

妊
産

婦
加

算

妊
産

婦
に

つ
い

て
は

、
各

月
当

初
保

護
現

員
に

掲
げ

る
区

分
ご

と
の

妊
産

婦
加

算
額

を
乗

じ
て

算
定

し
た

額

を
、

前
項

に
よ

り
算

定
し

た
事

業
費

に
加

え
る

も
の

と

す
る

こ
と

。

た
だ

し
、

妊
婦

に
つ

い
て

は
、

次
に

掲
げ

る
妊

婦
の

額
を

出
産

し
た

日
の

属
す

る
月

ま
で

加
算

す
る

も
の

と

し
、

産
婦

に
つ

い
て

は
出

産
し

た
日

の
属

す
る

月
の

翌

月
か

ら
２

か
月

間
加

算
す

る
も

の
と

す
る

こ
と

。

妊
産

婦
加

算
額

妊
婦

産
婦

６
月

未
満

６
月

以
上

円
円

円

9
,
1
4
0

1
3
,
8
1
0

8
,
4
9
0
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新
旧

１
区

分
２

種
目

３
基

準
額

４
対

象
経

費
５

負
担

(
補

助
)
率

略

(
3
)

母
子

加
算

要
保

護
女

子
等

が
乳

児
ま

た
は

幼
児

を
養

育
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

場
合

は
そ

の
者

の
各

月
初

日
の

在
籍

戸

数
（

月
の

中
途

に
お

い
て

退
所

し
た

月
を

除
く

。
）

に

月
額

１
９

，
３

８
０

円
を

、
養

育
し

な
け

れ
ば

な
ら

な

い
者

が
２

人
の

場
合

は
１

，
５

６
０

円
、

３
人

以
上

１

人
増

す
ご

と
に

さ
ら

に
月

額
７

７
０

円
を

加
算

し
た

額

を
乗

じ
た

額
を

(
1
)

の
事

業
費

に
加

算
す

る
も

の
と

す

る
。 た

だ
し

、
国

民
年

金
法

（
昭

和
３

４
年

法
律

第
１

４

１
号

）
の

規
定

に
よ

る
遺

族
基

礎
年

金
の

支
給

を
受

け

て
い

る
者

は
こ

れ
を

除
外

す
る

こ
と

。

（
注

）
乳

児
と

は
、

満
１

才
未

満
の

者
、

幼
児

と
は

、

満
１

才
以

上
小

学
校

就
学

前
の

者
を

い
う

も
の

で

あ
る

こ
と

（
以

下
同

じ
）

。
。

(
4
)

期
末

一
時

扶
助

費

毎
年

１
２

月
初

日
保

護
現

員
×

５
，

０
７

０
円

(
5
)

被
服

加
算

各
月

保
護

人
員

×
月

額
２

５
０

円

２
要

保
護

女
子

等
が

同
伴

す
る

乳
幼

児

(
1
)

事
業

費

ア
乳

児
の

各
月

当
初

保
護

現
員

に
月

額
３
７
，
９
０
０
円

を
乗

じ
た

額
の

合
計

額
。

イ
幼

児
の

各
月

当
初

保
護

現
員

に
月

額
４
２
，
６
０
０
円

を
乗

じ
た

額
の

合
計

額
。

た
だ

し
、

毎
年

１
１

月
１

日
か

ら
そ

の
翌

年
３

月

３
１

日
ま

で
の

間
は

そ
の

間
の

乳
児

又
は

幼
児

の
各

月
当

初
保

護
現

員
に

前
記

１
の

(
1
)

の
冬

期
加

算
額

を
乗

じ
て

算
定

し
た

額
を

加
え

る
も

の
と

す
る

こ

と
。

(
2
)

期
末

一
時

扶
助

費

毎
年

１
２

月
初

日
保

護
現

員
×

５
，

０
７

０
円

(
3
)

被
服

加
算

各
月

保
護

人
員

×
月

額
２

５
０

円
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新
旧

１
区

分
２

種
目

３
基

準
額

４
対

象
経

費
５

負
担

略

(
補

助
)
率

３
事

業
費

の
算

出
に

あ
た

り
月

の
途

中
で

保
護

又
は

退
所

し
た

者
に

つ
い

て
の

事
業

費
（

冬
期

加
算

を
含

む
、

妊
。
）

産
婦

加
算

及
び

母
子

加
算

の
額

は
次

の
算

式
に

よ
り

算
定

し
た

額
と

す
る

。

当
該

月
の

保
護

日
数

月
額

単
価

×

３
０

日
又

は
当

該
月

の
日

数

４
入

所
者

の
生

活
指

導
の

た
め

の
器

具
機

材
費

と
し

て
地

方
厚

生
（

支
）

局
長

が
必

要
と

認
め

た
額

。
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新
旧

１
区

分
２

種
目

３
基

準
額

４
対

象
経

費
５

負
担

略

(
補

助
)
率

婦
人

相
談

運
営

費
次

に
掲

げ
る

額
の

合
算

額
５

／
１

０

所
運

営
費

１
婦

人
相

談
所

活
動

費
婦

人
相

談
所

が
行

う

負
担

金
都

道
府

県
域

内
に

お

婦
人

相
談

所
が

行
う

都
道

府
県

域
内

に
お

け
る

要
保

護
女

け
る

要
保

護
女

子
等

子
等

の
移

送
等

を
行

う
事

業
に

要
す

る
経

費
と

し
て

、
地

方
の

移
送

等
を

行
う

た

厚
生

（
支

）
局

長
が

必
要

と
認

め
た

額
め

に
必

要
な

旅
費

、

役
務

費
（

通
信

運
搬

費
）

２
外

国
人

婦
女

子
緊

急
一

時
保

護
経

費
婦

人
相

談
所

が
行

う

外
国

人
婦

女
子

緊
急

婦
人

相
談

所
が

行
う

外
国

人
婦

女
子

緊
急

一
時

保
護

事
業

一
時

保
護

事
業

を
行

に
要

す
る

経
費

と
し

て
、

地
方

厚
生

（
支

）
局

長
が

必
要

と
う

た
め

に
必

要
な

旅

認
め

た
額

費
、

役
務

費
（

通
信

運
搬
費
）
、
通
訳
雇

上
費

、
婦

人
相

談
所

で
一

時
保

護
し

た
人

身
取

引
被

害
者

の
医

療
費

（
医

療
機

関
に

、
、

お
け

る
診

察
検

査

治
療

及
び

診
断

書
の

発
行

等
医

療
に

要
す

る
費

用
。

た
だ

し
、

他
法

他
制

度
が

利
用

で
き

な
い

場
合

に
限

る
）

。

３
広

域
措

置
費

婦
人

相
談

所
が

行
う

配
偶

者
か

ら
の

暴
力

婦
人

相
談

所
が

行
う

配
偶

者
か

ら
の

暴
力

被
害

女
性

を
他

被
害

女
性

を
他

の
都

の
都

道
府

県
の

婦
人

相
談

所
等

へ
移

動
さ

せ
る

た
め

の
経

費
道

府
県

の
婦

人
相

談

と
し

て
、

地
方

厚
生

（
支

）
局

長
が

必
要

と
認

め
た

額
所

等
へ

移
動

さ
せ

る

た
め

に
必

要
な

旅

費
、

需
用

費
（

燃
料

費
、

役
務

費
（

通
）

信
運

搬
費

）
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新
旧

１
区

分
２

種
目

３
基

準
額

４
対

象
経

費
５

負
担

略
(
補

助
)
率

４
相

談
・

一
時

保
護

同
伴

児
童

経
費

婦
人

相
談

所
が

行
う

要
５

／
１

０

保
護

女
子

等
に

同
伴

す

婦
人

相
談

所
が

自
ら

行
う

要
保

護
女

子
等

に
同

伴
す

る
児

童
る

児
童

の
保

育
及

び
学

の
保

育
及

び
学

習
支

援
等

を
行

う
事

業
に

要
す

る
経

費
習

支
援

等
を

行
う

た
め

に
必

要
な

備
品

購
入

当
該

年
度

の
同

伴
児

保
護

延
人

数
に

日
額

１
８

０
円

を
費

、
需

用
費

（
消

耗
品

乗
じ

た
額

費
）
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新
旧

１
区

分
２

種
目

３
基

準
額

４
対

象
経

費
５

負
担

略
(
補

助
)
率

婦
人

保
護

事
務

費
Ⅰ

婦
人

保
護

施
設

婦
人

保
護

施
設

職
５

／
１

０

事
業

費
１

〔
区

分
〕

婦
人

保
護

事
業

費
負

担
金

員
設

置
の

た
め

に
必

補
助

金
〔

種
目

〕
事

務
費

の
基

準
額

に
よ

る
。

要
な

給
料

、
賃

金
、

(
婦

人
保

た
だ

し
、

基
準

額
の

「
２

寒
冷

地
手

当
」

中
「

都
職

員
手

当
等

及
び

運

護
長

期
収

道
府

県
条

例
」

と
あ

る
の

は
「

都
道

府
県

条
例

（
法

人
営

の
た

め
に

必
要

な

容
施

設
を

の
経

営
す

る
施

設
に

あ
っ

て
は

、
当

該
法

人
の

寒
冷

地
旅

費
、

需
用

費
（

消

含
む

｡
)

手
当

の
支

給
に

関
す

る
規

定
」

と
読

み
替

え
る

こ
と

。
耗

品
費

、
燃

料
費

、
）

ま
た

、
基

準
額

の
「

３
夜

間
警

備
体

制
強

化
加

算
」

食
糧

費
、

印
刷

製
本

中
「

１
施

設
２

名
」

と
あ

る
の

は
「

１
施

設
１

名
」

と
費

、
光

熱
水

費
、

修

読
み

替
え

「
注

」
の

部
分

は
除

く
こ

と
。

繕
費

）
、

役
務

費
、

（
）

な
お

、
施

設
入

所
者

に
対

し
て

特
別

な
処

遇
を

行
っ

（
通

信
運

搬
費

、
）

て
い

る
施

設
に

つ
い

て
は

地
方

厚
生

（
支

）
局

長
が

そ
備

品
購

入
費

、
委

託

の
都

度
承

認
し

た
額

。
料

等

２
施

設
機

能
強

化
推

進
費

施
設

機
能

の
充

実
強

化
を

推
進

し
て

い
る

施
設

で
あ

っ
て

別
途

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
、

施
設

機
能

強
化

推

進
費

を
必

要
と

す
る

も
の

と
認

定
さ

れ
た

場
合

。

別
途

加
算

単
価

３
精

神
科

医
雇

上
費

入
院

治
療

の
必

要
は

な
い

が
精

神
に

障
害

の
あ

る
者

（
精

神
科

通
院

に
よ

り
投

薬
治

療
を

受
け

て
い

る
者

及

び
施

設
内

に
お

い
て

専
門

医
の

処
方

を
受

け
て

い
る

者

（
以

下
「

対
象

者
」

と
い

う
）

）
が

毎
年

４
月

１
日

現

在
の

実
入

所
人

員
に

対
し

て
１

０
人

以
上

を
占

め
て

い

る
施

設
に

対
し

、
１

回
当

た
り

単
価

１
３

，
５

７
０

円

を
限

度
と

し
て

年
１

２
回

の
範

囲
内

で
加

算
す

る
。

対
象

者
が

２
１

人
を

超
え

る
施

設
で

あ
る

と
き

は
、

次
表

に
定

め
る

回
数

の
範

囲
内

で
さ

ら
に

加
算

す
る

。

対
象

者
が

２
１

人
を

超
え

る
施

設
へ

の
加

算
回

数

対
象

者
数

加
算

回
数

（
年

間
）

２
１

～
３

０
人

１
２

回

３
１

人
以

上
２

４
回
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新
旧

１
区

分
２

種
目

３
基

準
額

４
対

象
経

費
５

負
担

１
区

分
２

種
目

３
基

準
額

４
対

象
経

費
５

負
担

(
補

助
)
率

(
補

助
)
率

４
略

４
民

間
施

設
給

与
等

改
善

費

地
方

公
共

団
体

の
経

営
す

る
施

設
以

外
の

施
設

（
た

だ
し

、
昭

和
４

６
年

７
月

１
６

日
社

庶
第

１
２

１
号

厚

生
省

社
会

局
長

、
児

童
家

庭
局

長
通

知
に

い
う

社
会

福

祉
事

業
団

等
の

経
営

施
設

を
除

く
。

）
で

あ
っ

て
、

別

途
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
り

、
民

間
施

設
給

与
等

改
善

費

の
加

算
を

必
要

と
す

る
も

の
と

認
定

さ
れ

た
場

合
。

事
務

費
基

準
額

×
別

途
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
り

決
定

さ

れ
た

加
算

率

５
心

理
療

法
担

当
職

員
雇

上
費

加
算

５
心

理
療

法
担

当
職

員
雇

上
費

加
算

別
途

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
、

心
理

療
法

担
当

職
員

別
途

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
、

心
理

療
法

担
当

職
員

加
算

が
必

要
と

認
定

さ
れ

た
場

合
。

加
算

が
必

要
と

認
定

さ
れ

た
場

合
。

（
１

）
常

勤
職

員
（

１
）

常
勤

職
員

「
施

設
事

務
費

算
定

基
準

」
に

よ
っ

て
算

定
さ

れ
た

額
「

施
設

事
務

費
算

定
基

準
」

に
よ

っ
て

算
定

さ
れ

た
額

（
心

理
療

法
担

当
職

員
に

係
る

経
費

の
種

類
ご

と
に

そ
れ

ぞ
（

心
理

療
法

担
当

職
員

に
係

る
経

費
の

種
類

ご
と

に
そ

れ
ぞ

れ
の

単
価

に
員

数
を

乗
じ

て
得

た
額

の
合

算
額

）
を

当
該

取
扱

れ
の

単
価

に
員

数
を

乗
じ

て
得

た
額

の
合

算
額

）
を

当
該

取
扱

（
）

（
）

定
員

に
１

２
を

乗
じ

た
数

に
よ

っ
て

除
し

た
額

円
未

満
切

捨
定

員
に

１
２

を
乗

じ
た

数
に

よ
っ

て
除

し
た

額
円

未
満

切
捨

と
表

３
「

心
理

療
法

担
当

職
員

加
算

限
度

額
」

と
を

比
較

し
て

と
表

３
「

心
理

療
法

担
当

職
員

加
算

限
度

額
」

と
を

比
較

し
て

い
ず

れ
か

少
な

い
方

の
額

に
取

扱
定

員
と

１
２

を
乗

じ
て

得
た

い
ず

れ
か

少
な

い
方

の
額

に
取

扱
定

員
と

１
２

を
乗

じ
て

得
た

額
と

す
る

。
額

と
す

る
。

（
２

）
常

勤
的

非
常

勤
職

員
（

２
）

常
勤

的
非

常
勤

職
員

１
施

設
当

た
り

年
額

３
，

０
３

１
，

６
８

２
円

１
施

設
当

た
り

年
額

３
，

０
２

７
，

７
９

７
円

（
３

）
非

常
勤

職
員

（
３

）
非

常
勤

職
員

１
施

設
当

た
り

年
額

１
，

７
１

２
，

０
４

１
円

１
施

設
当

た
り

年
額

１
，

７
１

１
，

９
５

７
円

６
同

伴
児

童
対

応
指

導
員

雇
上

費
加

算

、
、

別
途

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
婦

人
保

護
施

設
に

お
い

て

主
に

同
伴

児
童

の
対

応
を

行
う

指
導

員
の

配
置

が
必

要
と

認

定
さ

れ
た

場
合

。

１
施

設
当

た
り

年
額

（
１

人
配

置
の

場
合

）
２

，
２

５
７

，
７

２
１

円

（
２

人
配

置
の

場
合

）
４

，
５

１
５

，
４

４
２

円
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